
  

 

平成21年9月18日 

 

各 位 

 

会 社 名 大和ハウス工業株式会社       

                         （コード番号1925 東証・大証一部） 

                     代表者名 代表取締役社長       村上 健治 

                       問合せ先 連結経営管理部長    柴田 英一 

                                        電話番号 （06）6342-1398           

 

 

「再生支援に関する基本合意書」の締結に関するお知らせ 

 

本日、大和ハウス工業株式会社(以下「当社」といいます。)は、ビ・ライフ投資法人（以下「ビ・ライフ」といい

ます。）及びニューシティ・レジデンス投資法人（以下「ＮＣＲ」といいます。）との間で、ビ・ライフとＮＣＲとの

合併を含む、ＮＣＲの再生手続における再生支援に関する基本的事項について合意し、基本合意書（以下「本合意書」

といいます。）を締結しましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 経緯 

（１） 平成20年10月9日に民事再生手続開始の申し立てを行ったＮＣＲについて、平成21年7月15日及び平

成21年9月9日に開催された債権者集会において、ＮＣＲが提出した再生計画案及び当該再生計画案の弁済

条件の一部を変更した再生計画案も否決され、平成21年9月9日付にて東京地方裁判所より再生手続の廃止

決定が下されました。他方、当社及びビ・ライフは、ＮＣＲの主要な再生債権者ら（以下「大口再生債権者」

といいます。）から、債権者集会において再生計画案が否決された場合に、ＮＣＲの破産を回避し、その再生

を実現するため、ＮＣＲの新たなスポンサーとなることの提案を受け、その提案の実現可能性等について大口

再生債権者と共同で検討を重ね、最終的に、当社及びビ・ライフは、ビ・ライフとＮＣＲとの合併によりＮＣ

Ｒの再生を支援することがビ・ライフの投資主の利益にも合致するものと判断し、ＮＣＲの再生を支援する意

向を有していることを表明し、その旨の意向表明書をＮＣＲ等に対して提出しておりました。（ビ・ライフに

て平成21年7月15日付及び同年9月9日付「ニューシティ・レジデンス投資法人に対する再生支援の意向表

明に関するお知らせ」を開示しております。） 

（２） 当社及びビ・ライフは、平成21年9月9日開催のＮＣＲの債権者集会においてＮＣＲの変更後再生計画

案が否決され再生手続の廃止決定が下り、ＮＣＲと前スポンサーとの間のスポンサー契約が解除されたことを

受けて、ＮＣＲとの間で、ＮＣＲの再生支援に関する協議を行ってまいりましたが、①ＮＣＲにおいて再度再

生手続開始の決定を受けて新たな民事再生手続（以下「新民事再生手続」といいます。）による再生の実現（以

下「本再生」といいます。）を目指すこと、及び、②両投資法人の投資主価値の向上に向け、当社及びビ・ラ

イフによるＮＣＲの再生支援のための手法として、当社及び当社がＮＣＲの承諾を得て指定する者によるＮＣ

Ｒの第三者割当増資の引受け（以下「本第三者割当増資」といいます。）並びにビ・ライフ及びＮＣＲの合併

（以下「本合併」といい、本再生に向けた本合意書に定める取引と併せて「本件取引」といいます。）を行う

こと、並びに、その諸条件及び手続等に関し、本日、基本合意に至ったものです。 

 

２． 本合意書の骨子について 

本合意書において合意された、本第三者割当増資及び本合併の諸条件の概要は以下のとおりです。ただし、こ

れらの諸条件に重大な影響を与える事象が新たに発見された場合には、当社、ビ・ライフ及びＮＣＲの間の協議

の上で、変更することがあります（ただし、下記（１）④に記載の払込金額総額は60億円を下回らないものと

します。）。 
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当社、ビ・ライフ及びＮＣＲは、新民事再生手続が開始されること及び新民事再生手続において再生計画案が

認可され当該認可決定が確定すること等を前提条件として、本第三者割当増資及び本合併を行うこととし、本第

三者割当増資及び本合併の具体的な諸条件及び手続等に関し、今後本合意書に定めるところに従い、誠意をもっ

て協議、検討を行い、ＮＣＲの本再生及び本合併の速やかな実施に向け最大限努力することに合意しています。 

 

（１）本第三者割当増資の実施について 

 ①募集の方法 

当社及び当社がＮＣＲの承諾を得て指定する者に対する第三者割当増資 

 ②募集投資口数 

120,000口 

 ③発行価格 

1口当たり50,000円 

 ④払込金額総額 

60億円 

 ⑤払込期日 

平成22年1月上旬を目処として、当社及びＮＣＲで協議し、合意のうえで決定します。 

⑥ロックアップ 

当社は、本合併の効力発生日後12か月を経過する日まで、本第三者割当増資により割当てを受けた投資

口（本合併によりこれに代わり割当交付を受けるビ・ライフの投資口）を、ＮＣＲ（本合併後において

はビ・ライフ）の事前の承諾を得ることなく、第三者に対して売却その他の処分をしないものとします。 

 

（２）本合併の概要について 

 ①合併の日程 

本合併の効力発生日については、平成22年4月1日を目処とし、ビ・ライフ及びＮＣＲで協議し決定し

ます。なお、その他の日程については、現時点では未定です。 

②合併の方式 

ビ・ライフを吸収合併存続法人とし、ＮＣＲを吸収合併消滅法人とする吸収合併方式を基本としますが、

最終的にはビ・ライフとＮＣＲの協議により、合意のうえで決定します。なお、ビ・ライフ及びＮＣＲ

は、税制適格合併の要件を満たすよう、誠実に協議し、合理的に必要な措置を取るものとします。 

 ③合併に係る割当の内容 

 
ビ・ライフ 

（吸収合併存続法人） 

ＮＣＲ 

（吸収合併消滅法人） 

 

合併に係る割当ての内容 

 

1 0.23  

a. 投資口の割当比率 

ＮＣＲの投資口1口につき、ビ・ライフの投資口0.23口を割当交付することを基本とします。 

なお、ＮＣＲの投資主に対して交付するビ・ライフの投資口のうち1 口に満たない端数については、

ビ・ライフが一括して売却し、その端数に応じて売却代金を交付することとなる予定です。 

b. 合併により発行するビ・ライフの新投資口数 

69,475口（予定） 

 ④合併に係る割当内容の算定根拠等 

上記のとおり、本合併に関する諸条件は変更される可能性がありますので、詳細につきましては、本合

併に係る合併契約締結時にビ・ライフから開示される予定です。 

 

（３）その他事項について 

当社及びビ・ライフは、ＮＣＲから、新民事再生手続におけるスポンサーの独占的交渉権を付与されて

おります。 
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３． 本合併の目的 

（１） 平成13 年にスタートしたＪ－ＲＥＩＴ市場は、市場規模、銘柄数ともに順調に成長し、不動産取引市場

の発展に大きく寄与してきました。しかし、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

市場の混乱及び信用収縮、原油高による原材料価格の高騰などにより、わが国の不動産関連業界は大きな影響

を受け、資金調達や不動産の売却の選択肢が狭まるなど、不動産取引全体が停滞しました。その結果、ＮＣＲ

は取得予定の資産の決済資金及び返済期限の到来する借入金の返済資金について調達の目途が立たない状況

となり、Ｊ－ＲＥＩＴ初の再生手続開始決定を受け再生手続に入りました。ＮＣＲは、スポンサー候補者の募

集と、再生計画案の策定に注力してきましたが、上記１．に記載のとおり、平成21年9月9日に開催された

ＮＣＲの債権者集会においてかかる再生計画案は否決され、破産を回避するためにも、再生債権者の賛同を得

られる新たなスポンサー候補を探索していました。 

（２） 他方、当社は、平成20年12月に、ビ・ライフのメインスポンサーとなった後、その外部成長を検討する

中で、投資法人同士の合併を検討出来る環境が整ったことから、上記１．に記載のとおり、大口再生債権者か

らの提案を受け、ビ・ライフとＮＣＲを合併し、ＮＣＲの再建を支援することを通じて、早期の資産規模の拡

大による運営の安定化を目指すことが、ビ・ライフの投資主の利益に合致するものと考え、ＮＣＲに対する再

生支援の意向を表明して参りました。 

（３） かかる状況の下、ビ・ライフとＮＣＲは、大口再生債権者をはじめとした債権者の賛同を得ながら両投資

法人の投資主価値の向上を目指すためには、本合併を行うことが最良の手法であると判断しました。 

（４） 本合併後、ビ・ライフは、高度に分散投資したポートフォリオを有するＲＥＩＴとなる見込みであり、Ｊ

－ＲＥＩＴ市場でも屈指の資産規模を達成することが見込まれています。ビ・ライフは、かかる規模のメリッ

トを活かし、収益の拡大及び運営管理コストの低減を実現し、もって投資主利益を最大化することを目指しま

す。 

 

４． ビ・ライフの１口当たり分配金に与える影響 

現時点では未定のため、今後、決定次第ビ・ライフから開示する予定です。 

 

５． 合併当事者の概要 

  吸収合併存続法人 吸収合併消滅法人 

（１） 名 称 ビ・ライフ投資法人 ニューシティ・レジデンス投資法人 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区渋谷三丁目9番10号 東京都港区六本木一丁目10番6号 

（３） 執 行 役 員 の 氏 名 藤田 剛 新井 潤 

（４） 出 資 総 額 24,002百万円 90,931百万円 

（５） 設 立 年 月 日 平成17年6月7日 平成16年9月27日 

（６） 発 行 済 投 資 口 数 49,260口 182,068口 

（７） 決 算 期 5月・11月 2月・8月 

（８） 主 要 運 用 資 産 不動産信託受益権 不動産信託受益権 

（９） 主 要 取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行、中央三井信託

銀行株式会社、株式会社みずほ銀行 

株式会社あおぞら銀行、中央三井信託

銀行株式会社、農林中央金庫、住友信

託銀行株式会社、株式会社三井住友銀

行 

（10） 大 投 資 主 及 び 

所 有 投 資 口 比 率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）     13.16％

大和ハウス工業株式会社  10.27％

日興シティ信託銀行株式会社（投信

口）            9.35％

キャピタランドニッポンインベスト

メンツプライベートリミテッド 

8.11％

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）       5.12％

株式会社証券保管振替機構失念株管理

口             18.07％

ユービーエスエージーロンドンアカウ

ントアイピービーセグリゲイテッドク

ライアントアカウント    13.74％

ビービーエイチルクスフィデリティア

クティブストラテジージャパンファン

ド             7.46％

ゴールドマンサックスインターナショ

ナル            7.17％
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（11） 最近３営業期間の運用状況等 

 
ビ・ライフ投資法人 
（吸収合併存続法人） 

ニューシティ・レジデンス投資法人 
（吸収合併消滅法人） 

決 算 期 
平成20年
5月期 

平成20年
11月期 

平成21年
5月期 

平成20年
2月期 

平成20年 
8月期 

平成21年
2月期 

 営 業 収 益 1,658 1,675 1,558 6,252 5,972 5,578

 営 業 利 益 977 949 854 3,234 2,969 2,792

 経 常 利 益 654 619 549 2,456 1,875 2,215

 当 期 純 利 益 653 612 548 2,453 △5,749 △1,456

 １口当たり当期純利益(円) 13,262 12,433 11,138 14,953 △32,888 △7,999

 １口当たり 分 配 金 (円) 13,262 12,434 11,138 14,954 － －

 １口当たり 純 資 産 (円) 500,752 499,712 498,402 537,859 467,855 459,857

 純 資 産 24,667 24,615 24,551 88,245 85,181 83,725

 総 資 産 55,546 54,618 54,456 202,743 203,889 192,576

 （単位：百万円。特記しているものを除く。）

（12） 資産運用会社の名称 大和ハウス・モリモト・アセットマネ
ジメント株式会社（以下「ＤＨＭＡＭ」
といいます。） 

シービーアールイー・レジデンシャ
ル・マネジメント株式会社（以下「Ｃ
ＢＲＥＲＭ」といいます。） 

（13） 資産運用会社の所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目9番10号 東京都港区六本木一丁目10番6号 

（14） 資 産 運 用 会 社 の 
代表者の役職・氏名 

代表取締役社長 藤田 剛 代表取締役社長 樋口 秀一 

（15） 当 事 者 間 の 関 係  

 

 

 
資 本 関 係 

ビ・ライフ及び資産運用会社ＤＨＭＡＭとＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥＲ
Ｍとの間には、記載すべき資本関係はありません。また、ビ・ライフ及び資産
運用会社ＤＨＭＡＭの関係者及び関係会社とＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥ
ＲＭの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 
人 的 関 係 

ビ・ライフ及び資産運用会社ＤＨＭＡＭとＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥＲ
Ｍとの間には、記載すべき人的関係はありません。また、ビ・ライフ及び資産
運用会社ＤＨＭＡＭの関係者及び関係会社とＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥ
ＲＭの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 
取 引 関 係 

ビ・ライフ及び資産運用会社ＤＨＭＡＭとＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥＲ
Ｍの間には、記載すべき取引関係はありません。また、ビ・ライフ及び資産運
用会社ＤＨＭＡＭの関係者及び関係会社とＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥＲ
Ｍの関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 
該 当 状 況 

ＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥＲＭは、ビ・ライフ及び資産運用会社ＤＨＭ
ＡＭの関連当事者には該当しません。また、ＮＣＲ及び資産運用会社ＣＢＲＥ
ＲＭの関係者及び関係会社は、ビ・ライフ及び資産運用会社ＤＨＭＡＭの関連
当事者には該当しません。 

（注）ビ・ライフは平成21年5月31日現在、ＮＣＲは平成21年2月28日現在の状況を記載しています。 

 

６． 会計処理の概要 

本合併は、企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号・平成20年12月26日改正）における取得に該当

し、パーチェス法を適用することを前提としています。なお、本合併により負ののれんが発生する見込みですが、

その金額については現時点では未定です。 

 

７． 今後の見通し 

本件取引を実施するにあたっては、ＮＣＲについて、新民事再生手続が開始していることが必要になります。し

かし、本書の日付現在、現民事再生手続の廃止決定は確定しておらず、新民事再生手続に係る民事再生手続開始申

立ては未だなされていません。当社、ビ・ライフ及びＮＣＲは、本再生に向け最大限努力しますが、本書の日付現

在、新民事再生手続開始の決定がなされるかどうかは未定です。 

 
以 上 

 
※ ビ・ライフ投資法人のホームページアドレス：http://www.blife-reit.co.jp/

http://www.blife-reit.co.jp/

